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令和４年度公共用水域測定計画等の策定に向けた方針について 

 

１ 環境基準の見直しに係る計画の変更について 

  環境基本法（平成５年法律第91号。以下「法」という。）第16条に基づく環境基準

については、令和３年10月７日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正す

る件」（令和３年10月環境省告示第62号）及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準に

ついての一部を改正する件」（令和３年10月環境省告示第63号）が公布されたところ

である。  

これらの改正は、有害物質による公共用水域及び地下水（以下「公共用水域等」とい

う。）の汚染に適切に対応するため、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価ク

ロムについて基準値を見直すとともに、より的確にふん便汚染を捉えるため、生活環境

の保全に関する環境基準(以下「生活環境項目環境基準」という。)のうち、大腸菌群数

を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直したものである。 

これに伴い、令和４年度の公共用水域測定計画等の策定の方針について以下のとおり

まとめた。 

 

（１）六価クロム 

 ア 改正の経緯 

 平成30年９月に内閣府食品安全委員会において、六価クロムの耐容一日摂取量（Ｔ

ＤＩ）が1.1 μg／kg 体重／日と評価されたことを受けて、令和２年４月に水道水質

基準の基準値が0.05 mg／Ｌから0.02 mg／Ｌに改正されたところである。 

このような状況を踏まえ、令和３年２月に中央環境審議会水環境・土壌農薬部会環

境基準健康項目専門委員会（第19回）が開催され、六価クロムの基準値を見直すこと

について検討が行われた。その後、同年６月開催の中央環境審議会水環境・土壌農薬

部会における最終的な審議を経て、同年７月、中央環境審議会から環境大臣に対して

中央環境審議会答申（「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直し

について（第６次答申）」（中環審第1188号））がなされた。これを受け、所要の告

示改正が行われた。 

 

イ 新たな基準値  

今般の答申を踏まえ、六価クロムの基準値について、現行の「0.05mg／Ｌ以下」か

ら「0.02mg／Ｌ以下」とされた（表１）。  

表１ 基準値を見直す項目 

項目名 新たな基準値 現行の基準値 

六価クロム 0.02mg/Ｌ以下 0.05mg/Ｌ以下 

資料２ 



2 

 

ウ 測定方法  

六価クロムの測定方法は以下に示す方法とされた。 

項目 測定法 

六価クロム 日本産業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）65.2（規格65.2.2及び

65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、次の１から３までに掲げる

場合にあつては、それぞれ１から３までに定めるところによる。） 

１ 規格65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸

収セルを用いること。 

２ 規格65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合 （規格

65．の備考11のb）による場合に限る。） 試料に、その濃度が基準

値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加して

添加回収率を求め、その値が70～120％であることを確認すること。 

３規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合２に定

めるところによるほか、日本産業規格Ｋ0170－７の７のa）又はb）に

定める操作を行うこと。 

 

エ 令和４年度公共用水域測定計画への反映内容 

○ Ｐ８ 表３ 測定方法 

項目 測定方法 報告下限値 

健康項目 

六価クロム(変更前) 
JIS K0102 65.2(規格65.2.7を

除く。) 
0.02 ㎎/L 

六価クロム(変更後) 
JIS K0102 65.2（規格65.2.2及

び65.2.7を除く。）※ 
0.01 mg/L 

※ 規格65.2.1に定める方法による場合にあっては、原則として光路長50mmの吸収セルを用

い、規格65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（規格65．の備考11のb）に

よる場合に限る。）にあっては、試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加す

るように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120％であること

を確認すること。 

 

○ Ｐ１９ 表８ 人の健康の保護に関する水質環境基準 

項目 基準値（変更前） 基準値（変更後） 

六価クロム 0.05mg/Ｌ以下 0.02mg/Ｌ以下 
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オ 令和４年度地下水質測定計画への反映内容 

○ Ｐ２３ 図表１ 測定方法および環境基準値 

 項目 
環境基準値

[mg/L] 

報告下限値

[mg/L] 
測定方法 

環境基準

項目 

六価クロム（変更前） 0.05以下 0.02 
平成９年３

月13日環境

庁告示第10

号別表に掲

げる方法 
六価クロム（変更後） 0.02以下 0.01 

 

（２）大腸菌数 

ア 改正の経緯  

生活環境項目環境基準のうち、大腸菌群数については、その測定値にふん便汚染

のない水や土壌等に分布する自然由来の細菌をも含んだ値が検出・測定されると考

えられ、実際に、水環境中において大腸菌群が多く検出されていても、大腸菌が検

出されない場合があり、大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状況がみら

れた。一方、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標として大腸菌数があ

り、大腸菌群に係る環境基準が制定された当時の培養技術では大腸菌のみを簡便に

検出する技術はなかったが、今日では、簡便な大腸菌の培養技術が確立されている

ことから、大腸菌群数については大腸菌数へ見直すことが適当であると考えられ

た。  

このような状況を踏まえ、生活環境項目環境基準のうち、大腸菌群数を大腸菌数へ

見直すことについて、平成 30 年 10 月より中央環境審議会水環境部会生活環境項目

環境基準専門委員会が開催され、検討が行われてきた。令和３年６月開催の中央環境

審議会水環境・土壌農薬部会における最終的な審議を経て、同年７月、中央環境審議

会から環境大臣に対して中央環境審議会答申（「水質汚濁に係る生活環境の保全に関

する環境基準の見直しについて（第２次答申）」（中環審第 1187 号））がなされた。 

 

イ 新たな生活環境項目環境基準及び基準値等 

大腸菌群数が生活環境項目環境基準の項目から削除され、新たに大腸菌数が追加

された。基準値は、現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定された。

各利用目的の適応性における大腸菌数の基準値及び導出方法の概要は表１および表

２のとおりである。 

今回の改正より、河川ＡＡ、湖沼ＡＡ及び海域Ａ類型において、以下のとおり新

たに自然環境保全の利用目的を考慮した環境基準値が設定された。 

・ 河川及び湖沼のＡＡ類型における大腸菌群数の基準値設定においては、専ら水道利



4 

 

用の観点からの基準値設定がなされ、自然環境保全の利用目的は考慮されていなか

った。一方、河川及び湖沼におけるＢＯＤの環境基準値設定時には、ＢＯＤのＡＡ

類型の利用目的として自然環境保全が考慮されており、その考え方は「ＢＯＤ１mg

／Ｌ以下の河川は一般的にいって、自然公園内等ほとんど人為的汚濁のない河川で

あり、自然景観の面からすれば、もっとも適しているといえる。」とされている。 

・ 大腸菌数についても自然環境保全の利用の観点から、ほとんど人為汚濁のない清涼

な水環境を目指す値を設定することには意義があると考えられ、河川及び湖沼のＡ

Ａ類型において自然環境保全の観点から環境基準値を設定されることなった。 

・ 具体的には、利用目的の適応性が自然環境保全に該当する場合の基準値として、20

ＣＦＵ／100ml以下とされた。 

 

 

表１ 環境基準値【河川】 

類型 利用目的の適応性 
大腸菌数環境基準値 

[90%水質値] 
基準値の導出方法 

ＡＡ  

水道１級  

自然環境保全  

及びＡ以下の欄に掲げるもの  

20  

ＣＦＵ／100ml  

以下備考2  

・水道１級の水道原水及び

自然環境保全の実態から基

準値を導出  

Ａ  

水道２級  

水浴  

及びＢ以下の欄に掲げるもの  

300  

ＣＦＵ／100ml  

以下  

・水道２級の水道原水の実

態及び諸外国における水浴

場の基準値等を参考に基準

値を導出  

Ｂ  
水道３級  

及びＣ以下の欄に掲げるもの  

1,000  

ＣＦＵ／100ml  

以下  

・水道３級の水道原水の実

態から基準値を導出  

備考  

１ 大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値

の小さいものから順に並べた際の0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値

（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖

沼、海域もこれに準ずる。）。  

２ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除

く。）については、大腸菌数100ＣＦＵ／100ml以下とする。  

３ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適

用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。  

４ 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml

とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。  
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表２ 環境基準値【湖沼】 

類型 利用目的の適応性 
大腸菌数環境基準値 

[90%水質値] 
基準値の導出方法 

ＡＡ  

水道１級  

自然環境保全  

及びＡ以下の欄に掲げるもの  

20  

ＣＦＵ／100ml  

以下備考1  

・水道１級の水道原水及び

自然環境保全の実態から基

準値を導出  

Ａ  

水道２、３級  

水浴  

及びＢ以下の欄に掲げるもの  

300  

ＣＦＵ／100ml  

以下備考2  

・水道２、３級の水道原水の

実態及び諸外国における水

浴場の基準値等を参考に基

準値を導出  

備考  

１ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）

については、大腸菌数100ＣＦＵ／100ml以下とする。  

２ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除

く。）については、大腸菌数1,000ＣＦＵ／100ml以下とする。  

３ 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml

とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。  

 

 

ウ 測定方法 

大腸菌数の測定方法については、令和 3 年 10 月 17 日付け環水大水発第 2110072

号・環水大土発第 2110072 号環境省水・大気環境局長通知「水質汚濁に係る環境基準

についての一部を改正する件の施行及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について

の一部を改正する件の施行について」の付表に掲げる方法のとおりとする。【参考資

料 1 参照】 

 

 

エ 令和４年度公共用水域測定計画への反映内容 

○ Ｐ８ 表３ 測定方法 

項目 測定方法 報告下限値 

生 活 環

境項目 

(変更前) 

大腸菌群数 
最確数による定量法 ２ MPN/100mL 

(変更後) 

大腸菌数 
令和３年度水・大気環境局長通知※ 付表 １ CFU/100ml 

※ 令和 3 年 10 月 17 日付け環水大水発第 2110072 号・環水大土発第 2110072 号環境省水・大気環境

局長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行及び地下水の水質汚濁に係

る環境基準についての一部を改正する件の施行について」 
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○ Ｐ９ 表３ 測定方法 

項目 測定方法 報告下限値 

そ の 他

項目 

(変更前) 

大腸菌数 
平成23年水環境課長通知に掲げる方法 １個/100mL 

(変更後) 

削除 
削除 削除 

○ Ｐ10（Ｐ12）表４－１(表５－１) 公共用水域水質測定計画総括表(琵琶湖(河川)) 

項目 

生活環境項目 

(変更前) 大腸菌群数 

(変更後) 大腸菌数 

○ Ｐ11（Ｐ13）表４－２(表５－２) 公共用水域水質測定計画総括表(琵琶湖(河川)) 

項目 

その他項目 

(変更前) 糞便性大腸菌群数 (変更前) 大腸菌数 

(変更後) 削除 (変更後) 削除 

○ Ｐ15 表７ 生活環境の保全に関する水環境基準（１）湖沼 ア 

類型 利用目的の適応性 
（変更前） （変更後） 

大腸菌群数 大腸菌数 

AA 

水道１級 、水産１級 

自然環境保全及びＡ以下の

欄に掲げるもの 

50MPN / 

100mL 以下 

20CFU / 

100mL 以下 

A 

水道２、３級 、水産２級 

水浴及びＢ以下の欄に掲げ

るもの 

1000MPN /  

 100mL 以下 

300CFU /  

100mL 以下 

備考欄 

変更前 １．基準値は日間平均値とする。 

２．農業用水利点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/L

以上とする。 

３．水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基

準値は適用しない。 

変更後 １．基準値は日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の

90％水質値とする。 

２．農業用水利点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/L

以上とする。 

３．水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基

準値は適用しない。 

４．水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を

除く。）については、大腸菌数100 ＣＦＵ／100ml以下とする。 

５．水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地

点を除く。）については、大腸菌数1,000 ＣＦＵ／100ml以下とする。 
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６．水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準

値は適用しない。 

７．大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／

100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー（集落）数を数えること

で算出する。 

 

○ Ｐ18 表７ 生活環境の保全に関する水環境基準（２）河川 ア 

類型 利用目的の適応性 
（変更前） （変更後） 

大腸菌群数 大腸菌数 

AA 

水道１級 、水産１級 

自然環境保全及びＡ以下の欄

に掲げるもの 

50MPN / 

100mL 以下 

20CFU / 

100mL 以下 

A 

水道２、３級 、水産２級 

水浴及びＢ以下の欄に掲げる

もの 

1000MPN /  

 100mL 以下 

300CFU /  

100mL 以下 

B 
水道３級 、水産２級 

及びＣ以下の欄に掲げるもの 
5000MPN /  

 100mL 以下 

1000CFU /  

100mL 以下 

備考欄 

変更前 １．基準値は日間平均値とする。 

２．農業用水利点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/L

以上とする。 

変更後 １．基準値は日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の

90％水質値とする。 

２．農業用水利点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/L

以上とする。 

３ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を

除く。）については、大腸菌数100ＣＦＵ／100ml以下とする。 

４ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準

値は適用しない。 

５ 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／

100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出す

る。 

 

オ 琵琶湖およびＡＡ類型の河川における大腸菌数の基準値について 

 今回の改正より、河川ＡＡ、湖沼ＡＡ及び海域Ａ類型において、以下のとおり新た

に自然環境保全の利用目的を考慮した環境基準値が設定されたことを踏まえ、琵琶湖

における大腸菌の基準値については以下のとおり整理したい。 

類型 新たな環境基準値案（大腸菌数） 

河川・湖沼AA類型 

（水道 1 級、自然環境保全） 

自然環境保全 

20CFU/100ml 以下 

水道1級 

100CFU/100ml 以下 
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〇 大腸菌数の基準値案について 

 琵琶湖および県内のＡＡ類型に分類される河川において、大腸菌数 100ＣＦＵ／

100ml 以下を採用したい。 

 

〇 自然環境保全を踏まえた考え方の整理 

「自然環境保全」は、自然環境の利用の観点から、ほとんど人為汚濁のない清涼な

水環境を目指す値として設定されている。 

琵琶湖においては、湖岸および流域において市街地等が存在するため、ほとんど人

為汚濁のない清涼な水環境を目指す値と設定することは、琵琶湖の周辺等の状況と整

合が取れないと考えられる。 

なお、窒素およびりんの環境基準値においても、自然環境保全ではなく、水道１級

として類型Ⅱで設定されている。 

同様に、県内河川においても、環境基準の測定地点は河川の下流に設定されている

ことなどから、人為汚濁のない清涼な水環境を目指す値として設定することは、河川

流域の状況とは整合が取れないと考えられる。 

以上のことから、大腸菌数100ＣＦＵ／100ml以下を採用することとしたい。 
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【参考】過去３年間の水質調査結果(大腸菌数) 

 

＜琵琶湖＞ 

  表３ 琵琶湖調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水域名
類型および
基準値の

達成期間1)
2020 2019 2018

今 津 沖 2 1 2
長 浜 沖 2 0 3
北 小 松 沖 3 13 6
愛 知 川 沖 2 1 0
今津沖中央 1 0 3
堅田沖中央 5 2 3
浜 大 津 沖 15 7 13
唐崎沖中央 5 0 2
新杉江港沖 7 3 3

湖沼AA ハ

湖沼AA イ

単位：CFU/100ml 
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＜河川＞ 

表４ 河川調査結果 

 

水域名
類型および
基準値の

達成期間1)

地点統一番
号 2020 2019 2018

瀬田川全域 　Ａイ 1-1 16 21 53

11-2 - - -

天神川全域 　Ａハ 2-1 120 170 120

大宮川全域 　Ａハ 3-1 140 160 120

柳川全域 ＡＡハ 4-1 140 140 130

吾妻川全域 ＡＡハ 5-1 160 160 120

相模川全域 ＡＡハ 6-1 100 110 160

十禅寺川全域 　Ａハ 7-1 210 160 260

葉山川全域 　Ａハ 8-1 140 110 180

守山川全域 　Ａハ 9-1 120 130 160

大戸川全域 　Ａイ 10-1 120 130 85

10-2 85 100 80

信楽川全域 　Ａイ 11-1 75 80 70

11-2 65 70 75

姉川本流全域 ＡＡイ 12-1 42 54 70

田川本流全域 ＡＡハ 13-1 86 86 90

天野川本流全域 ＡＡハ 14-1 50 46 80

犬上川本流全域 ＡＡロ 15-1 48 58 44

宇曽川本流全域 　Ｂイ 16-1 76 120 130

愛知川本流全域 ＡＡイ 17-1 52 58 50

日野川本流全域 　Ａイ 18-1 92 140 92

家棟川本流全域 　Ｂハ 19-1 82 120 150

野洲川本流全域 　Ａイ 20-1 - - -

20-2 70 68 110

大浦川全域 　Ａイ 21-1 92 120 140

知内川全域 ＡＡイ 22-1 50 65 66

石田川全域 ＡＡイ 23-1 62 52 76

安曇川全域 ＡＡイ 24-1 54 42 28

和邇川全域 　Ａイ 25-1 110 170 85

単位：CFU/100ml 
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 図２ 河川の測定地点図 
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２ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの調査頻度について 

（１）これまでの経過について 

［令和２年度第２回滋賀県環境審議会水・土壌・大気部会 資料１より］ 

・県では、琵琶湖および河川における PFOS 及び PFOA の実態について、平成 21～27

（2009～2015）年度に詳細な調査を行い、指針値（50ng/L 以下）を超過する地点は

なかったことなどを把握している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・しかし、全県的な河川調査がされた平成 21（2009）年からは 10 年以上を経過して

いたことから、実態の変化がないか確認するため、令和３（2021）年度は琵琶湖およ

び河川において、４回/年の調査を実施しているところである。 

・PFOS 及び PFOA は、過去の調査結果から、環境中から一定の検出があるものと見

込まれる。一方で、過去の調査において、指針値の超過はなく、検出の傾向も明らか

になっている。また、PFOS は製造用途での使用が禁止されており、PFOA も自主規

制が見込まれるため、基本的には減少傾向と考えられる。 

・このため、令和４（2022）年度以降の調査は、令和３（2021）年度の調査結果につ

いて、過去の調査結果と比較検討し、どの程度今後の見通しが得られるかに応じて判

断することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・琵琶湖における過去の調査で最も高濃度で検出されたのは、平成 21（2009）年６月

に実施した調査の旧杉江沖（現在は水質測定計画の調査地点にはなっていない地点）

で検出された PFOS と PFOA の合算値 31.3 ng/L であった。 

・また、現在の水質測定計画に位置付けられている琵琶湖の調査地点で最も高濃度で

検出されたのは、平成 21（2009）年 12 月に実施した調査の新杉江港沖（８Ｃ）で

検出された PFOS と PFOA の合算値 21.3 ng/L であった。 

・北湖における検出状況は、南湖での検出状況に比べて低く、いずれの調査時期および

地点においても、PFOS と PFOA の合算値で 3.5 ～ 11.7ng/L の範囲であった。 

・河川における過去の調査で最も高濃度で検出されたのは、平成 21（2009）年 5～6 月

に実施した調査の守山川で検出された PFOS と PFOA の合算値 41.5 ng/L であっ

た。 
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（２）令和 3（2021）年度調査結果および今後の対応 

① 琵琶湖および瀬田川 

ア 令和 3（2021）年度調査結果 

・令和 3（2021）年度は、年 4 回の調査を予定しており、これまでに 2 回（4 月、7 月）

の調査を実施した。その結果、すべての地点で指針値（50ng/L）未満であり、概ね指針

値の 1/10～1/5 の値であった。 

・また、地点ごとに平成 21～27（2009～2015）年に実施した調査結果と比較したところ、

すべての地点で過去の最大値を下回った。 

 

表５ 令和 3（2021）年度調査結果等（琵琶湖および瀬田川） 

 

 

 

イ 今後の対応 

・今年度内にさらに 2 回の調査を実施する。 

・その結果も踏まえ、令和 4（2022）年度以降の調査頻度等を決定する。 

・なお、令和 3（2021）年度のすべての調査結果を確認し、指針値を十分に下回り、かつ

過去の調査結果と比較して明らかな増加が見られない場合、令和 4（2022）年度以降

は、その他の要監視項目と同様に、調査頻度を年 1 回とすることを想定している。 

 

  

2009～2015

最小値～最大値 4月 7月

今 津 沖 5～10 5 5
長 浜 沖 5～11 5 5
北 小 松 沖 8～11 5 5
愛 知 川 沖 8～11 5 5
堅田沖中央 9～10 6 5
浜 大 津 沖 10～14 6 6
唐崎沖中央 3～11 5 5
新杉江港沖 8～21 8 11
瀬田川全域

(唐橋流心) 3～14 6 6
( 洗 堰 下 ) 14 4 6

水域名
2021

単位：ng/L 
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② 瀬田川を除く河川 

・河川における要監視項目の調査頻度は、図 1 に示す「各河川における要監視項目の調査

頻度決定フロー」（以下「フロー」という。）に基づき、決定することとしている。 

 

 

図 1 各河川における要監視項目の調査頻度決定フロー 

 

ア 令和 3（2021）年度調査結果 

・令和 3（2021）年度は、年 4 回の調査を予定しており、これまでに 2 回（4～6 月、7～

9 月）の調査を実施した。その結果、すべての地点で指針値（50ng/L）未満であった。 

・十禅寺川と家棟川については、8 月の調査において、フローに示す判断基準値（指針値

の 7/10）を超過した。その他の河川では、フローに示す判断基準値未満の値であった。 

検出あり

判断基準値
判断基準値 ※２ 判断基準値 超過なし
超過あり 超過なし

判断基準値
超過なし

判断基準値
超過あり

初年度調査 ローテーション調査

4回/年 1回/5年
（5年で全地点を一巡）

継続監視調査

初年度：2回/年

2年目以降：1回/年

経過観察調査

4回/年

検出なし

※１ その他知見や過去の調査結果等により、指針値を超過するおそれがないと判断する項目について

は、本フローによらず、調査頻度を決定する場合がある。 

 

※２ 判断基準値は、指針値の 7/10 とする。 

ただし、ニッケルについては指針値が定められていないため、水道水の水質管理目標値 0.02mg/L

を準用し、判断基準値を 0.014mg/L とする。 
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・また、地点ごとに平成 21（2009）年に実施した調査結果と比較したところ、柳川、十

禅寺川、家棟川では増加が見られたが、その他の河川では、概ね横ばいまたは減少とな

った。 

表６ 令和 3（2021）年度調査結果等（瀬田川を除く河川） 

 

 

イ 今後の対応 

・令和 3（2021）年度内にさらに 2 回の調査を実施する。 

・過去の調査結果や PFOS 及び PFOA の使用量が減少傾向にあると考えらえること、ま

た、令和 3（2021）年度に実施したこれまでの調査結果を踏まえると、指針値を超過す

る可能性は極めて低いものと考えられるが、令和 4（2022）年度にさらに 1 回の調査を

追加実施したうえで今後の対応を判断する。（合計 5 回の調査結果で判断） 

・なお、その結果、これまでの傾向と大きな変化がない場合、フロー※1 を適用し、令和

5（2023）年度以降は、次のとおり対応することを想定している。 

  判断基準値超過の河川：継続監視調査（初年度 2 回/年 2 年目以降 1 回/年） 

  判断基準値未満の河川：ローテーション調査（1 回/5 年） 

2009～2011

最小値～最大値 4～6月 7～9月
天神川全域 2-1 13 12 5
大宮川全域 3-1 4 4 3
柳川全域 4-1 13～17 21 24
吾妻川全域 5-1 15 5 6
相模川全域 6-1 15 9 13
十禅寺川全域 7-1 20～29 11 37
葉山川全域 8-1 13～26 15 15
守山川全域 9-1 12～41 25 17
大戸川全域 10-1 - - -

10-2 14～17 14 11
信楽川全域 11-1 - - -

11-2 14 8 13
姉川本流全域 12-1 1～1 <2 2
田川本流全域 13-1 4 2 <2
天野川本流全域 14-1 5 4 3
犬上川本流全域 15-1 3～6 3 2
宇曽川本流全域 16-1 5 4 4
愛知川本流全域 17-1 9～12 6 3
日野川本流全域 18-1 13～20 13 15
家棟川本流全域 19-1 20 16 36
野洲川本流全域 20-1 19 8 11

20-2 12～15 6 6

大浦川全域 21-1 3 2 <2

知内川全域 22-1 1 <2 <2
石田川全域 23-1 N.D <2 <2
安曇川全域 24-1 N.D <2 <2
和邇川全域 25-1 11～31 27 33

水域名
地点統一

番号

2021

単位：ng/L 


